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立川都市計画都市再開発の方針の変更について（回答） 

 

 

 

 平成 26 年 10 月 10 日付 26 都市整企 208 号で照会のありました標記の件について、下

記のとおり回答いたします。 

 

 

記 

 

 

本件についての意見はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 
 



 

立 川 都 市 計 画 

都 市 再 開 発 の 方 針 （案） 

（新旧対照表） 



 

 変 更 案 既 決 定 

Ⅰ 基本的事項 

１ 策定の目的 東京都は、平成 13年 10月、東京圏を視野に入れ 50年先を展望した「東京の新しい都

市づくりビジョン（以下「都市づくりビジョン」という。）」を策定した。この都市づくり

ビジョンでは、東京が目指す都市づくりの目標や都市像、その実現に向けて展開すべき戦

略と構築すべき新たな仕組みなど、公民が一体となって都市づくりを推進していく政策誘

導型都市づくりの基本的な枠組みを示している。平成 13 年に策定した都市づくりビジョ

ンに基づく、取組の成果や課題を踏まえるとともに、都民の新たなニーズや時代の要請に

的確かつ迅速に対応していくため、魅力とにぎわいがあり、環境面でも先進都市となる東

京の実現に向けて、平成 21年に、都市づくりビジョンを改定した。 

今後、東京都は、改定した都市づくりビジョンで示した都市の将来像の実現に向けて、

都民、企業、ＮＰＯなどの多様な主体の参加と連携によって戦略的に都市づくりを展開し

ていく。 

さらに、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市計画区域マスタープ

ラン」という。）」を策定し、都市づくりビジョンの主要な内容を都市計画に位置付けてい

る。 

都市再開発の方針は、都市再開発法第２条の３に基づき、市街地における再開発の各種

施策を長期的かつ総合的に体系づけたマスタープランであり、都市づくりビジョンや都市

計画区域マスタープランを実効性のあるものとするため、再開発の適正な誘導と計画的な

推進を図ることを目的として定めるものである。 

今後、この都市再開発の方針は、社会経済情勢等の変化に対応するため、都市計画区域

マスタープラン等の他の方針の見直しや再開発の動向などを踏まえ、必要に応じて適切に

変更するものとする。 

東京都は、平成 13年 10月、東京圏を視野に入れ 50年先を展望した「東京の新しい都

市づくりビジョン（以下、都市づくりビジョン）」を策定した。この都市づくりビジョン

では、東京がめざす都市づくりの目標や都市像、その実現に向けて展開すべき戦略と構築

すべき新たな仕組みなど、公民が一体となって都市づくりを推進していく政策誘導型都市

づくりの基本的な枠組みを示している。 

今後、東京都は、都市づくりビジョンで示した都市の将来像の実現に向けて、都民、企

業、ＮＰＯなどの多様な主体の参加と連携によって戦略的に都市づくりを展開していく。 

さらに、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下、都市計画区域マスタープ

ラン）」を策定し、都市づくりビジョンの主要な内容を都市計画に位置づけることとして

いる。 

都市再開発の方針は、都市再開発法第２条の３に基づき、市街地における再開発の各種

施策を長期的かつ総合的に体系づけたマスタープランであり、都市づくりビジョンや都市

計画区域マスタープランを実効性のあるものとするため、再開発の適正な誘導と計画的な

推進を図ることを目的として定めるものである。 

今後、この都市再開発の方針は、社会経済情勢等の変化に対応するため、都市計画区域

マスタープラン等の他の方針の見直しや再開発の動向などを踏まえ、必要に応じて適切に

変更するものとする。 

 ※ 本方針における再開発とは、市街地再開発事業、土地区画整理事業等の市街地開発事

業にとどまらず、特定街区、地区計画等の規制誘導手法による修復型まちづくり、特定

の市街地の整備を目的とした助成事業及び工場等の跡地利用や都市施設の整備と一体と

なった土地利用の面的転換等を含むものである。 

※ 本方針における再開発とは、市街地再開発事業、土地区画整理事業等の市街地開発事

業にとどまらず、特定街区、地区計画等の規制誘導手法による修復型まちづくり、特定

の市街地の整備を目的とした助成事業及び工場等の跡地利用や都市施設の整備と一体と

なった土地利用の面的転換等を含むものである。 



 変 更 案 既 決 定 

２ 策定の効果 策定の効果として、主に次のことが挙げられる。 

（１）市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置付けを行うことにより、

再開発の積極的な推進のための動因となる。 

（２）市街地の再開発に関する個々の事業について、地区全体からみた十分な効果を発揮

させることができる。 

（３）民間の建築活動を再開発へと適正に誘導することができる。 

（４）再開発の構想、計画の作成過程を通じて、早期の住民の合意形成を図ることができ

る。 

（５）再開発促進地区（後述する２号又は２項地区を合わせていう。）においては、主に

以下の措置が講じられている。 

①認定再開発事業制度により、都知事の認定を受けた優良事業に対し、税制の特別措

置が受けられる。 

②特定民間再開発事業制度（買換特例）及び特定の民間再開発事業制度（軽減税率）

が適用される。（２号地区のみ） 

③総合設計制度等において、容積率割増の適用対象となる場合がある。 

④都市再開発資金貸付制度において、地方公共団体による都市機能更新用地の買い付

けに係る貸付が認められる。 

⑤市街地再開発事業の国庫交付金交付要件の一つに位置付けられている。 

⑥市街地再開発事業の施行者が取得した保留床について、同地区内の他の防災街区整

備事業等の実施に伴う転出者の居住等のため特に必要がある場合には、公募によら

ずに賃貸・譲渡することができる。 

策定の効果として、主に次のことがあげられる。 

（１）市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置づけを行うことにより、

再開発の積極的な推進のための動因となる。 

（２）市街地の再開発に関する個々の事業について、地区全体からみた十分な効果を発揮

させることができる。 

（３）民間の建築活動を再開発へと適正に誘導することができる。 

（４）再開発の構想、計画の作成過程を通じて、早期の住民の合意形成を図ることができ

る。 

（５）後述する２号又は２項地区においては、主に以下の措置が講じられている。 

①認定再開発事業制度により、都知事の認定を受けた優良事業に対し、税制の特別措

置が受けられる。 

②特定民間再開発事業制度（買換特例）及び特定の民間再開発事業制度（軽減税率）

が適用される。（２号地区のみ） 

③総合設計制度等において、容積率の割増が認められる。（２号地区のみ） 

④都市再開発資金貸付制度において、地方公共団体による都市機能更新用地の買い付

けに係る貸付が認められる。 

⑤市街地再開発事業の国庫補助採択基準の一つに位置づけられている。 

⑥市街地再開発事業の施行者が取得した保留床について、同地区内の他の防災街区整

備事業等の実施に伴う転出者の居住等のため特に必要がある場合には、公募によら

ずに賃貸・譲渡することができる。 

３ 位置付け 都市再開発の方針は、都市再開発法第２条の３第１項又は第２項に基づくものであり、

都市計画法第７条の２により、独立した都市計画として定めるものである。本方針は、都

市計画区域マスタープランなどの他の方針と同様に、土地利用、都市施設の整備、市街地

開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられているものである。 

都市再開発の方針は、都市再開発法第２条の３第１項又は第２項に基づくものであり、

都市計画法第７条の２により、独立した都市計画として定めるものである。本方針は、都

市計画区域マスタープランなどの他の方針と同様に、土地利用、都市施設の整備、市街地

開発事業などの個別の都市計画の上位に位置づけられているものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 変 更 案 既 決 定 

Ⅱ 策定の考え方 

１ 

都
市
再
開
発
法
第
２
条
の
３
第
１
項
第
１
号
関
連 

（１）区域 「計画的な再開発が必要な市街地（以下「１号市街地」という。）」は、都市づくりビジ

ョンや都市計画区域マスタープランを実効性のあるものとするため、計画的な再開発を行

うことにより、都市づくりビジョンで示したゾーン内の既成市街地のうち、都市全体の機

能の回復及び向上に貢献することとなる範囲とする。 

なお、東京及び立川都市計画区域以外の都市計画区域についても、計画的な再開発が必

要な市街地を定めるものとする。 

 

「計画的な再開発が必要な市街地（以下、１号市街地）」は、都市づくりビジョンや都

市計画区域マスタープランを実効性のあるものとするため、計画的な再開発を行うことに

より、都市づくりビジョンで示したゾーン内の既成市街地のうち、都市全体の機能の回復、

向上に貢献することとなる範囲とする。 

なお、東京及び立川都市計画区域以外の都市計画区域についても、計画的な再開発が必

要な市街地を定めるものとする。 

（２）計画事項 １）再開発の目標 

都市構造の再編成、建築物の更新、都市環境の向上等に係る目標について定める。 

２）土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針 

次に掲げる事項について定める。 

ア 適切な用途及び密度の確保、その他の適切な土地利用の実現に関する事項 

イ 主要な都市施設の整備に関する事項 

ウ 都市の環境、景観等の維持及び改善に関する事項 

エ その他土地の高度利用及び都市機能の更新に関して特に必要な事項 

１）再開発の目標 

都市構造の再編成、建築物の更新、都市環境の向上等に係る目標について定める。 

２）土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針 

次に掲げる事項について定める。 

ア 適切な用途及び密度の確保、その他の適切な土地利用の実現に関する事項 

イ 主要な都市施設の整備に関する事項 

ウ 都市の環境、景観等の維持及び改善に 関する事項 

エ その他土地の高度利用及び都市機能の更新に関して特に必要な事項 
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（１）地区の選定 １号市街地のなかで「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の

地区（以下「２号地区」という。）」の選定に当たっては、次のとおりとする。 

１）事業の進捗の状況に合わせて選定する地区 

地域が抱える課題に対し、再開発による整備が必要で当該地区を整備することが周辺

地域への波及効果を及ぼすなどの効果があり、当該地区の整備又は開発の計画の概要を

定める事業の進捗に至っている地区（促進地区と称することとする。）を選定する。 

具体的には、次の地区が考えられる。 

①法律又は制度要綱に基づく事業が事業中又は都市計画決定が行われている地区 

②区市町村マスタープラン等において、再開発の必要性がうたわれ、事業化に向けて検

討が進められている地区 

③事業実施を前提として、準備組合、研究会等の組織が発足している等、地元の体制が

整っている又は整うことが見込まれる地区 

④工場跡地等種地の存在又は公共事業の予定などからみて、面的な土地利用転換の進行

が予想され、民間の建築活動の動向等がみられる地区 

２）再開発の必要性に応じて選定する地区 

具体的な事業計画又は事業手法は定まっていないが、地域の整備方針は定まっており、

当該地域内のうち再開発の必要性が高い地区について公共施設の整備の促進と民間の優

良なプロジェクトなどを誘導することにより、当該地域の都市機能の更新に寄与する地

区（都市再生地区と称することとする。）を選定する。 

１号市街地のなかで「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の

地区（以下、２号地区）」の選定に当たっては、次のとおりとする。 

１）事業の進ちょくの状況にあわせて選定する地区 

地域が抱える課題に対し、再開発による整備が必要で当該地区を整備することが周辺

地域への波及効果を及ぼすなどの効果があり、当該地区の整備又は開発の計画の概要を

定める事業の進ちょくに至っている地区（促進地区と称することとする。）を選定する。 

具体的には、次の地区が考えられる。 

①法律又は制度要綱に基づく事業が事業中又は都市計画決定が行われている地区 

②区市町村マスタープラン等において、再開発の必要性がうたわれ、事業化に向けて検

討が進められている地区 

③事業実施を前提として、準備組合、研究会等の組織が発足している等、地元の体制が

整っている又は整うことが見込まれる地区 

④工場跡地等種地の存在、公共事業の予定などからみて、面的な土地利用転換の進行が

予想され、民間の建築活動の動向等がみられる地区 

２）再開発の必要性に応じて選定する地区 

具体的な事業計画、事業手法は定まっていないが、地域の整備方針は定まっており、

当該地域内のうち再開発の必要性が高い地区について公共施設の整備の促進と民間の優

良なプロジェクトなどを誘導することにより、当該地域の都市機能の更新に寄与する地

区（都市再生地区と称することとする。）を選定する。 
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（２）整備又は開発

の計画の概要 

 

次に掲げる事項について定める。 

ア 地区の再開発、整備等の主たる目標 

イ 用途、密度に関する基本的方針その他の土地利用計画の概要 

ウ 建築物の更新の方針 

エ 都市施設及び地区施設の整備の方針 

オ その他 

再開発の推進のため必要な公共及び民間の役割や条件整備等の措置、市街地開発事

業の手法、都市開発諸制度の手法、関連事業（都市計画事業）、関連事業（その他）、

他計画の位置付け 

次に掲げる事項について定める。 

ア 地区の再開発、整備等の主たる目標 

イ 用途、密度に関する基本的方針その他の土地利用計画の概要 

ウ 建築物の更新の方針 

エ 都市施設及び地区施設の整備の方針 

オ その他 

再開発の推進のため必要な公共及び民間の役割や条件整備等の措置、市街地開発事

業の手法、都市開発諸制度の手法、関連事業（都市計画事業）、関連事業（その他）、

他計画の位置づけ 
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（１）地区の選定 

 

 

 

 

 

 

１号市街地のなかで「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の

地区（以下「２項地区」という。）」の選定に当たっては、２号地区に準じて行う。 

１号市街地のなかで「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の

地区（以下、２項地区）」の選定に当たっては、２号地区に準じて行う。 

（２）整備又は開発

の計画の概要 

 

 

 

 

 

２号地区に準ずる事項を定める。 ２号地区に準ずる事項を定める。 

４ 誘導地区 

 

１号市街地のうち、再開発促進地区に至らないが、都市づくりビジョンや都市計画区域

マスタープランを実効性あるものとする上で、効果が大きく、また再開発が望ましいなど

により、今後、再開発の機運の醸成等を図り、再開発に関する公共及び民間の役割を明確

にしていくべき地区について、当該地区のおおむねの位置及び整備の方向について定める。 

１号市街地のうち、２号又は２項地区に至らないが、都市づくりビジョンや都市計画区

域マスタープランを実行性あるものとする上で、効果が大きく、また再開発が望ましいな

どにより、今後、再開発の機運の醸成等を図り、再開発に関する公共及び民間の役割を明

確にしていくべき地区について、当該地区のおおむねの位置及び整備の方向について定め

る。 

５ 今後の運用 

 

再開発促進地区のうち、再開発に係る事業がすべて完了した地区については、原則とし

て１号市街地へ変更するものとする。 

また、再開発促進地区として位置付けた後、おおむね５年程度事業化の進展がみられな

い地区については、事業化に向けた検討を行い、必要な見直しを行うものとする。 

さらに、新たな事業などを再開発促進地区に定める必要がある場合には、必要に応じて

再開発促進地区の追加に伴う本方針の変更を行うものとする。 

２号又は２項地区のうち、再開発に係る事業がすべて完了した地区については、原則と

して１号市街地へ変更するものとする。 

また、２号又は２項地区として位置付けた後、おおむね５年程度事業化の進展がみられ

ない地区については、事業化に向けた検討を行い、必要な見直しを行うものとする。 

さらに、新たな事業などを２号又は２項地区に定める必要がある場合には、必要に応じ

て２号又は２項地区の追加に伴う本方針の変更を行うものとする。 

 



 

 変 更 案 既 決 定 

Ⅲ 都市計画に定める事項 

１ 基本方針 立川都市計画区域は、核都市広域連携ゾーンに属する。 

立川市域内は、安全で、快適な、活気に満ちた都市環境を形成するため、市街地開発事

業等の活用により健全な市街地形成を図る。さらに、立川基地跡地地区は国の機関移転を

始め、核都市の業務・商業市街地にふさわしい機能の導入を図る。 

また、立川駅周辺地区は、環状メガロポリス構造の核都市であるとともに、業務核都市

の業務施設集積地区としても位置付けられており、既存の業務・商業機能の強化・充実と

文化・情報・交流・医療福祉機能など新たな都市機能の導入により、多摩地域の交流拠点

として育成・整備を目指す。 

武蔵村山市域内は、都市施設の整備を促進するとともに、快適で質の高い住環境の形成

を図るため、土地区画整理事業や地区計画制度の活用により計画的な市街地形成を図る。 

なお、市街化区域内の農地等については、無秩序な市街化や宅地の細分化を防止するた

め、地区計画制度等の活用により計画的な市街化の促進を図る。 

東大和市域内は、人と自然が調和した魅力ある生活文化都市を形成していくため、土地

区画整理事業や地区計画制度等を活用して安全で快適な住宅地の形成を図る。 

また、住宅地と調和した商工業地の整備に努めて、生活利便性の向上や職住の近接した

自立性の高い、活力ある都市づくりを進める。 

本区域は、核都市広域連携ゾーンに属する。 

立川市においては、安全で、快適な、活気に満ちた都市環境を形成するため、市街地開

発事業等の活用により健全な市街地形成を図る。さらに、国の機関移転をはじめ、核都市

の業務・商業市街地にふさわしい機能の導入を図る。 

また、立川駅周辺地区は、環状メガロポリス構造の核都市であるとともに、業務核都市

の業務施設集積地区としても位置づけられる。また、既存の業務・商業機能の強化・充実

と文化・情報・交流機能など新たな都市機能の導入により、多摩地域の交流拠点として育

成・整備をめざす。 

武蔵村山市においては、都市施設の整備を促進するとともに、快適で質の高い住環境の形

成を図るため、土地区画整理事業や地区計画制度の活用により計画的な市街地形成を図

る。 

なお、市街化区域内の農地等については、無秩序な市街化や宅地の細分化を防止するた

め、地区計画制度等の活用により計画的な市街化の促進を図る。 

東大和市においては、人と自然が調和した魅力ある生活文化都市を形成していくため、土

地区画整理事業や地区計画制度等を活用して安全で快適な住宅地の形成を図る。 

また、住宅地と調和した商工業地の整備に努めて、生活利便性の向上や職住の近接した

自立性の高い、活力ある都市づくりを進める。 



 変 更 案 既 決 定 

２ 

都
市
再
開
発
の
施
策
の
方
向 

(1)拠点の整備 ① 立川駅北口地域において、立川駅前歩道立体化計画等の推進や、市街地開発事業によ

る都市機能の更新及び健全な高度利用を促進し、活気と魅力ある商業・業務を中心とし

た拠点の形成を図る。 

② 立川基地跡地関連地区では、土地区画整理事業により整備された街区に国の研究機関

を始めとする広域的業務、研究開発機能や法務関連施設の立地が進んでおり、残る街区

の土地利用を促進し、複合市街地として、核都市にふさわしい市街地形成を図る。 

③ 立川駅南口地域においては、土地区画整理事業等により、立川駅前歩道立体化計画等

の推進や共同店舗ビルの建設等とともに、既存集積をいかしながら、にぎわいと活力を

併せ持った商業地区として再編を図る。 

④ 西国立駅西側地域では、各施設と周辺地域を結びつける歩行者ネットワークを形成

し、周辺との環境調和に配慮しつつ、公共施設の跡地利用や病院の建替え及び駅前にふ

さわしい基盤整備と複合的な土地利用の形成を図る。 

⑤ 東大和市駅周辺の青梅街道沿いを主軸に発展した商業地は、東大和市の商業拠点であ

り、魅力ある中心市街地の形成を図る。その後背地については、周辺の住宅地との調和

を図りつつ土地の効率的利用を図る。 

⑥ 上北台駅周辺は、土地区画整理事業により整備する都市基盤をいかし、地区計画によ

り商業業務施設等と住宅地が調和した市街地の形成を図る。 

⑦ 武蔵村山市本町及び榎地区は、都市基盤整備との整合を図りつつ、土地区画整理事業

等により、生活中心地及び良好な住宅市街地の形成を図る。 

⑧ 武蔵村山市の大規模工場跡地周辺では、隣接する土地区画整理事業との整合を図りつ

つ、多様な都市機能の集積を推進するとともに、地区計画制度等の活用により、緑豊か

で、ゆとりある良好な市街地の形成を図る。 

① 立川駅北口地区において、土地区画整理事業及び市街地再開発事業等を促進するとと

もに、市街地再開発事業によるファーレ立川地区との一体的な整備を図り、活気と魅力

ある商業業務地区として、核都市にふさわしい街並みを形成する。 

② 立川駅北口に接する基地跡地は、多摩地域を代表する中核拠点として、魅力ある中心

市街地として整備する。 

基地跡地関連地区では、土地区画整理事業により国の研究機関をはじめとする広域的

業務、研究開発機能の立地を図るほか、複合市街地の整備を進め、核都市にふさわしい

市街地形成を図る。 

③ 立川駅南口においては、土地区画整理事業等により、交通広場の整備、道路体系の整

備、駅周辺の歩行者デッキの整備や共同店舗ビルの建設を図るとともに、既存集積を活

かしながら、にぎわいと活力を併せ持った商業地区として再編を図る。 

④ 東大和市駅周辺の青梅街道沿いを主軸に発展した商業地は、東大和市の商業拠点であ

り、魅力ある中心市街地の形成をはかる。また、その後背地については、周辺の住宅地

との調和を図りつつ土地の効率的利用を図る。 

上北台駅周辺は、土地区画整理事業により整備する都市基盤を活かし、地区計画によ

り商業業務施設等と住宅地が調和した市街地の形成を図る。 

⑤ 武蔵村山市本町・榎地区及び中原・岸地区は、都市基盤整備との整合を図りつつ、土

地区画整理事業等により、それぞれ、生活中心及び良好な住宅市街地の形成を図る。 

(2)安全な市街地の

整備 

① 都市基盤が不十分なまま形成された防災面で問題のある市街地においては、市街地開

発事業や地区計画制度等の活用により、広幅員道路の整備や沿道緑化の充実、公園・緑

地のオープンスペースの十分な配置を図り、一体的かつ総合的な都市環境の整備を図る

など市街地の防災性の向上を進めるとともに、地域地区の変更による耐火建築物の建替

えの誘導を促して建築物の不燃化を図り、適切なまちづくり手法の活用により災害に強

い市街地への更新を進める。 

② 既存の木造住宅の多い地域では、市街地の改善及び都市基盤整備による都市機能の向

上を図る。 

③ 雨水浸透施設の設置等、総合治水対策を進める。 

① 都市基盤が不十分なまま形成された防災面で問題のある市街地においては、土地区画

整理事業や地区計画制度等の活用により一体的かつ総合的な都市環境の整備を図り、建

築物の不燃化により防災性を高める。 

② 既存の商業地区は、木造家屋密集市街地の改善及び都市基盤整備による都市機能の向

上を図る。 

③ 雨水浸透施設の設置等、総合治水対策を進める。 



 変 更 案 既 決 定 

(3)快適な居住環境

の整備 

① 立川市南部については、住宅・工場・商店街等の用途の混在、都市施設の不足、木造

住宅の密集化等がみられるため、地区の状況に応じた住環境の改善を図り、あわせて防

災性の向上と快適性の確保に努める。 

② 立川市北部については、都市基盤の整備が不十分であるとともに、多くは、スプロー

ル的に宅地化の進行した地域であるため、地域全体としてのまとまりを欠いており、市

街地開発事業や地区計画制度等の活用により、都市基盤を整備し、質の高い低層住居系

市街地を誘導する。 

③ 東大和市の市街地には、狭あい道路が多く、オープンスペースの不足している地区も

みられるため、地区状況に応じた住環境の改善を図り、不燃化を促進して防災性の向上

に努める。光ケ丘団地などの比較的環境に恵まれた分譲住宅や、土地区画整理事業完了

地区については、地区計画制度や建築協定などの活用により、良好な住宅地としての維

持を図る。 

宅地化が進行している地区は地区計画制度等の活用や計画的な道路整備により居住

環境の改善を図り、今後宅地化が予想される地区は土地区画整理事業により先行的な基

盤整備に努める。 

④ 武蔵村山市の青梅街道沿道の古くからの住居系市街地については、狭あい道路や行き

止まり道路が多い地区がみられるため、地区の状況に応じた住環境の改善を図る。 

また、東部の緑が丘地区については、地区計画制度等の活用により、良好な市街地の

整備を図る。 

①立川市南部については、住宅・工場・商店街等の用途の混在、都市施設の不足、木造住

宅の密集化等がみられるため地区の状況に応じた住環境の改善を図り、あわせて防災性

の向上と快適性の確保に努める。 

② 立川市北部については、都市基盤の整備が不十分であるとともに、多くは、スプロー

ル的に宅地化の進行した地域であるため地域全体としてのまとまりを欠いており、土地

区画整理事業等の面的整備による都市基盤の整備と地区計画制度を活用し、質の高い低

層住居系市街地を誘導する。 

③武蔵村山市の青梅街道沿道の古くからの住居系市街地については、狭あい道路や行き止

まり道路が多い地区がみられるため、地区の状況に応じた住環境の改善を図る。また、

西部の中原・岸地区については、土地区画整理事業等により、基盤整備を行い、良好な

市街地の整備を図る。 

④東大和市の市街地には、狭あい道路、オープンスペースの不足している地区もみられる

ため、地区状況に応じた住環境の改善を図り、不燃化を促進して防災性の向上に努める。 

光ケ丘団地などの比較的環境に恵まれた分譲住宅や、土地区画整理事業完了地区につい

ては、地区計画制度や建築協定などの活用により、良好な住宅地としての維持を図る。 

宅地化が進行している地区は地区計画制度等の活用や計画的な道路整備により居住

環境の改善を図り、今後宅地化が予想される地区は土地区画整理事業により先行的な基

盤整備に努める。 

(4)自然や歴史・文

化などの環境を

いかした整備 

各地域の自然・歴史・文化などをいかした潤いのある都市景観を計画的に整備する。 

また、公園の整備、道路の緑化等、緑のネットワークづくりを進めるとともに、河川・

水路等の水辺空間を有効に活用し、遊歩道の整備を進めるなど、潤いのある市街地の形成

を図る。 

各地域の自然・歴史・文化などを活かしたうるおいのある都市景観を計画的に整備する。 

また、公園の整備、道路の緑化等、緑のネットワークづくりを進めるとともに、河川・

水路等の水辺空間を有効に活用し、遊歩道の整備を進めるなど、うるおいのある市街地の

形成を図る。 

３ １号市街地 

 

計画的な再開発が必要な市街地の範囲を総括図のとおりとし、その計画事項を【別表－

１】に示す。 

1号市街地の範囲を総括図のとおりとし、その計画事項を【別表－１】に示す。 

４ 再開発促進地区 

（２号地区） 

７地区（約 182ha）を選定し、その整備又は開発の計画の概要を【別表－２】に、おお

むねの位置を附図に示す。 

８地区（約１８９ha）を選定し、区域を計画図に示す。また、その整備又は開発の計画

の概要を【別表－２】及び附図に示す。 

５ 誘導地区 ８地区を選定し、そのおおむねの位置と整備の方向を【別表－３】に示す。 ７地区を選定し、そのおおむねの位置と整備の方向を【別表－３】に示す。 

 

  



 

１号市街地 変  更  案 既  決  定 

番号 地域名 

（ha） 

１ 立川地域 約 1944ha １ 立川駅北口地域（曙町・高松町・緑町・柏町・栄町）約 288ha 

ａ 再開発の目標 

・都市構造の再編成 

・建築物の更新 

・都市環境の向上等 

・立川駅周辺と基地跡地地区では、既存商業・業務機能の強化・充実・更新と文化・交流・

医療福祉機能などの多様な都市機能の導入を図る。 

・住居系市街地において、日常的な利便性向上、生活道路の整備、各駅周辺の基盤整備等

による交通利便性の向上により、住環境の改善や良好な居住環境の形成を図る。 

・市街地開発事業や地区計画制度、建築協定、高度地区の絶対高さ制限等を活用して周辺

環境に配慮した個別建築物の建替え・更新を誘導し、市街地環境の改善を図る。 

・地域の豊かな緑や自然、風土や歴史を守り生かした市街地環境の創出を図る。 

・跡地地区においては、業務核都市の中枢地区、または核都市として商業・業務・管理・

サービス・文化等の多様な機能の集積・育成を図る。 

・既存の商業地区は、商業の近代化と木造家屋密集市街地の改善及び都市基盤整備による

都市機能の向上を図る。 

・公営住宅建替えを促進するとともに、周辺を含む一体的・計画的な市街地の整備を図る。 

・その他の地区は、住環境の整備と防災性の向上を図る。 

ｂ
土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

ア 適切な用途及

び密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現 

・基地跡地地区を含む立川駅周辺は、業務核都市の広域連携拠点として業務・商業機能等

の強化・拡大を図り、商業の既存商店街の更新及び建替えによる土地の高度利用を図る。 

・木造住宅が密集する地域では都市基盤整備により都市機能の向上を図る。 

・更新時期にきている団地や個別建物の建替えに当たっては、地区計画制度等を活用し良

好な住宅市街地の形成を図る。 

・良好な住環境の維持・向上を図るため、高度地区や地区計画制度、建築協定等を活用す

る。 

・生産緑地は追加指定を行いながら、農地等の持つ緑地機能を保全するとともに、農業と

調整を図りながら良好な市街地環境を創出する。 

・北口駅前及びそれに近接した商業市街地においては、業務核都市の中枢的な地域として

広域的な都心商業機能を強化・拡大し、幹線道路や歩行者デッキ等のネットワークによ

り、回遊性及び奥行のある商業地の形成を図る。 

・商業核となりうる拠点作りを図る。 

・商業の近代化と建替えによる土地の高度利用を図る。 

・公営住宅の建替えを軸に周辺を含む一体の市街地の整備を図る。 

・木造家屋密集市街地の整備及び都市基盤整備により都市機能の向上を図る。 

イ 主要な都市施

設の整備 

・都市計画道路や幹線道路、地区幹線道路、区画道路等の整備促進により、道路網の形成

を図る。 

・交通渋滞やまちの分断の解消のため、鉄道との立体交差化や利便性向上に向け複々線化

等を促進する。 

・公園・緑地の計画的整備や骨格となる自然的・歴史的緑を保全することにより、水と緑

のネットワークの形成を図る。 

・幹線道路や区画街路等の整備を図る。 

・駅周辺の歩行者デッキの整備を図る。 

・公園等を整備し、市街地の緑化に努めるとともに、避難場所となるオープンスペースの

確保を図る。 

ウ 都市の環境、景

観等の維持及び

改善 

・都市機能が集積する中心市街地や新市街地、駅周辺など、にぎわいと活気があふれる魅

力的な市街地景観づくりを目指す。 

・商店街や幹線道路沿道などの特徴をいかしながら、それぞれの魅力がまちの中にあふれ

る景観づくりを目指す。 

・まちの変遷を今に伝える農地やケヤキ並木などをいかしながら、地域に息づく歴史を都

市の中に身近に感じ、次の世代へ継承できる景観づくりを目指す。 

・多摩川や崖線などの地形、玉川上水などの水や緑、国営昭和記念公園などの象徴的な公

園、富士山や多摩丘陵など遠く望める場所を貴重な資産として、それぞれの地域特性を

いかしながら育んでいく景観づくりを目指す。 

・幹線道路の整備を行うとともに緑化を図り都心商業・業務地として魅力ある都市環境・

景観形成に努める。また、国営昭和記念公園の緑とも連携を図り調和した緑豊かな空間

を実現する。 

・壁面線の後退、広場の確保等を誘導し歩行者空間を魅力あるものにする。 

・立川基地跡地関連地区との連絡、回遊性及び都市環境の向上を図るため緑のネットワー

クを形成する緑道等の整備に努める。 

・コミュニティ道路の導入により通貨交通を排除し、地区内の歩行者の安全、住環境の静

穏等を実現する。 

エ その他特に必

要な事項 

・土地の高度利用 

・都市機能の更新 

・立川駅周辺地区では、基盤整備や都市計画制度を活用し、土地の合理的で健全な高度利

用や都市機能の更新を図る。 

・市街地開発事業や地区計画制度を活用し、都市基盤の整備や良好な市街地の形成を図る。 

・関連公共・公益施設の整備充実を図る。 

・地域の活力を生かすために共同化等望ましい土地利用を推進し適正な商業施設等の誘導

を促進する。 



 

１号市街地 変更案 既 決  定 変更案 既 決 定 変更案 既  決  定 

番号 地域名 

（ha） 
（削除） ２ 立川駅南口地域（柴崎町・錦町・羽衣町）約 280ha （削除） ３ 富士見町地域（富士見町）約 80ha （削除） ４ 大山地域（上砂町）約 41ha 

ａ 再開発の目標 

・都市構造の再編成 

・建築物の更新 

・都市環境の向上等 

 ・立川駅南口周辺は、魅力ある商業機能の集積・育

成や公共施設の整備とこれに伴う宅地の利用増

進を図る。 

・木造住宅密集地区については、防災機能及び居住

環境の向上を図る。 

・羽衣町地区は、西国立駅前の整備を始めとして都

市機能の向上を図るとともに良好な住宅市街地

の形成を図る。 

 ・西立川駅前を国営昭和記念公園の玄関口とし

てふさわしい街づくりを進める。 

・都市基盤を整備するとともに、宅地の利用増

進を図る。 

 ・公営住宅建替え事業を促進するととも

に、周辺を含む一体的・計画的な市街

地の整備を図る。 

ｂ
土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

ア 適切な用途及

び密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現 

 ・土地区画整理事業と併せて地区計画制度等の活用

により土地の合理的かつ健全な高度利用を図る。

また、商業地域においては、建物の中高層化を進

める。 

・幹線道路沿いは、商業・業務地として、土地の高

度利用を図り後背地は住宅地として日照等を勘

案した範囲で高度利用を図る。 

・羽衣町地区は、国立駅前の整備をはじめとして都

市機能の向上を図るとともに良好な市街地の形

成を図る。 

・商業核となる拠点作りを図る。 

 ・西立川駅前に地区中心商業の核施設の集積を

図る。 

・防災機能の向上と幹線街路の都市基盤整備を

図り、都市機能の更新及び居住環境整備を図

る。 

・住宅地については、地区計画制度などにより

地域の特性を生かして整備を図る。 

 ・公営住宅建替え事業を促進するととも

に、周辺を含む区域を良好な住宅地と

して一体的・計画的な市街地の整備を

行い、土地の利用増進を図る。 

イ 主要な都市施

設の整備 

 ・幹線道路や区画街路等の都市基盤整備を図る。 

・交通広場や歩行者デッキの整備を図る。 

・公園等を整備し、市街地の緑化に努めるとともに、

避難場所となるオープンスペースの確保を図る。 

 ・立 3・1・34中央南北線の整備を行う。また、

青梅線等と立体化を促進する。 

・幹線街路や区画街路及び交通広場の整備を図

る。 

 幹線道路や区画街路の整備を図る。 

ウ 都市の環境、景

観等の維持及び

改善 

 ・都市基盤の整備を図り、良好な都市環境の形成、

向上に努める。 

・壁面線の後退、歩行者デッキ等を整備し、駅前通

りの街並み景観の誘導を図る。 

・広幅員の歩道・道路内緑化により緑のネットワー

クと調和のとれた都市環境の向上を図る。 

 ・西立川駅前の商業機能を高め商業集積を図

る。 

・防災機能と居住環境の向上に努める。 

・国営昭和記念公園に隣接する立地条件を生か

し、緑豊かな住環境の整備を図る。 

 ・公営住宅の建替えに合せ、公共空間を

確保し住環境の向上に努める。 

・国営昭和記念公園に隣接する立地条件

を生かし、静穏な緑豊かな住環境の整

備を図る。 

エ その他特に必

要な事項 

・土地の高度利用 

・都市機能の更新 

 ・関連公共・公益施設の整備充実を図る。 

・地域の活力を生かすために共同化等望ましい土地

利用を推進し適正な商業施設等の誘導を促進す

る。 

 ・関連公共・公益施設の整備充実を図る。 

・地域の活力を生かすために共同化等望ましい

土地利用を推進し適正な商業施設等の誘導

を促進する。 

 関連公共・公益施設の整備充実を図る。 

  



 

１号市街地 変更案 既  決  定 変  更  案 既  決  定 

番号 地域名 

（ha） 
（削除） 

５ 立川基地跡地関連地域（緑町・泉町・高松町）約

85ha 

６ 武蔵村山市中央部地域（新青梅街道沿道地域） 

約 463ha 

６ 武蔵村山市中央部地域（新青梅街道沿道地域） 

約 506ha 

ａ 再開発の目標 

・都市構造の再編成 

・建築物の更新 

・都市環境の向上等 

 ・業務核都市及び核都市として商業・業務・研究・文

化等の多様な機能の集積、育成を図る。 

・道路等の都市基盤整備を図り国の機関移転を促進す

る。 

・防災基地については、南関東地域における震災その

他の大規模災害に対する応急災害対策活動拠点とし

ての整備を図る。 

・土地区画整理事業の推進などにより、都市構造の再

編を目指した計画的なまちづくりを展開する。 

・緑あふれる良好な住環境を確保するため、宅地化の

進行に対応した計画的な市街地整備を図る。 

・都市基盤を整備するとともに、土地の効率的利用に

よる都市機能の向上を図る。 

・市街地内の公園、緑地等のオープンスペースを確保

し、防災性の向上と住環境の整備を図る。 

・土地区画整理事業の推進や大規模工場跡地の活用な

どにより、都市構造の再編を目指した計画的なまち

づくりを展開する。 

・緑あふれる良好な住環境を確保するため、宅地化の

進行に対応した計画的な市街地整備を図る。 

・都市基盤を整備するとともに、土地の効率的利用に

よる都市機能の向上を図る。 

・市街地内の公園、緑地等のオープンスペースを確保

し、防災性の向上と住環境の整備を図る。 

ｂ
土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

ア 適切な用途及

び密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現 

 ・首都圏の業務核都市として必要とされる高次な商

業・業務・研究等を中心とする多様な機能が複合的

に配置された土地利用を図る。 

・南関東全域における防災活動拠点としての整備を推

進する。 

・中心市街地形成のため、土地区画整理事業、地区計

画制度等の活用により都市基盤施設の計画的な整備

を実施し、土地の合理的な高度利用を図る。 

・新青梅街道沿道については、商業・業務地区として

土地の高度利用を図る。 

・新たな生活拠点となり得る商業核の整備を図る。 

・中心市街地形成のため、土地区画整理事業、地区計

画制度等の活用により都市基盤施設の計画的な整備

を実施し、土地の合理的な高度利用を図る。 

・新青梅街道沿道については、商業・業務地区として

土地の高度利用を図る。 

・新たな生活拠点となりうる商業核の整備を図る。 

・大規模工場跡地については、積極的かつ有効的な土

地活用により、土地の高度利用を図る。 

イ 主要な都市施

設の整備 

 ・幹線道路整備による街路樹の豊かな広幅員の歩道に

より、快適でやさしい歩行者空間を創出する。 

・区画街路等の整備を図る。 

・都市間及び地域間を結ぶ幹線道路や生活道路の整備

により、交通渋滞の解消や安全な歩道空間などの確

保を図る。 

・公園等を整備し、市街地の緑化に努めるとともに、

避難場所となるオープンスペースの確保を図る。 

・都市間及び地域間を結ぶ幹線道路や生活道路の整備

により、交通渋滞の解消や安全な歩道空間などの確

保を図る。 

・公園等を整備し、市街地の緑化に努めるとともに、

避難場所となるオープンスペースの確保を図る。 

ウ 都市の環境、景

観等の維持及び

改善 

 ・幹線道路等の整備を行うとともに緑化を図り、都心

商業・業務地として魅力ある都市環境・景観の形成

に努める。また、国営昭和記念公園の緑とも連携を

図り調和した緑豊かな空間を実現する。 

・壁面線の後退、広場の確保等を誘導し、歩行者空間

を魅力あるものにする。 

・広幅員の歩道、道路内緑化により緑のネットワーク

と調和のとれた都市環境の形成を図る。 

・新青梅街道については、商業の活性化のみでなく、

住環境との調和を図る。 

・面整備による都市基盤整備を図り、住環境の改善と

防災性の向上を図る。 

・地区計画制度等の活用により、良好な住環境の確保

を図る。 

・公園の整備、道路の緑化等、緑のネットワークづく

りを進め、緑豊かな都市環境の整備を図る。 

・新青梅街道については、商業の活性化のみでなく、

住環境との調和を図る。 

・面整備による都市基盤整備を図り、住環境の改善と

防災性の向上を図る。 

・地区計画制度等の活用により、良好な住環境の確保

を図る。 

・公園の整備、道路の緑化等、緑のネットワークづく

りを進め、緑豊かな都市環境の整備を図る。 

エ その他特に必

要な事項 

・土地の高度利用 

・都市機能の更新 

 ・関連公共・公益施設の整備を促進することにより、

公共・民間の施設立地を誘導する。 

・中心市街地の形成を図り、市民のふれあいやコミュ

ニティの形成に配慮したにぎわいの場を整備する。 

・河川・水路等の水辺空間を有効に活用し、遊歩道の

整備を進めるなど、潤いのある市街地の形成を図る。 

・中心市街地の形成を図り、市民のふれあいやコミュ

ニティの形成に配慮した賑わいの場を整備する。 

・河川・水路等の水辺空間を有効に活用し、遊歩道の

整備を進めるなど、うるおいのある市街地の形成を

図る。 



 

１号市街地 変  更  案 既  決  定 変  更  案 既  決  定 

番号 地域名 

（ha） 
７ 東大和市南部地域（南街・向原・清原） 

約 190ha 

７ 東大和市南部地域（南街・向原・清原） 

約 190ha 

８ 東大和市西部地域 

（上北台・立野・芋窪・蔵敷） 

約 67ha 

８ 東大和市西部地域 

（上北台・立野・芋窪・蔵敷） 

約 67ha 

ａ 再開発の目標 

・都市構造の再編成 

・建築物の更新 

・都市環境の向上等 

・東大和市駅周辺は市の中心市街地にふさ

わしい生活中心地の形成を図る。 

・交通利便性の高い住宅地は土地の効率的

利用を図る。 

・都営住宅の建替え計画を推進するととも

に、周辺を含む一体的・計画的な市街地

の整備を図る。 

・建築物の不燃化とオープンスペースの確

保により、安全性の向上と環境改善を図

る。 

・東大和市駅周辺は市の中心市街地にふさ

わしい生活中心地の形成を図る。 

・交通利便性の高い住宅地は土地の効率的

利用を図る。 

・都営住宅の建替え計画を推進するととも

に、周辺を含む一体的・計画的な市街地

の整備を図る。 

・建築物の不燃化とオープンスペースの確

保により、安全性の向上と環境改善を図

る。 

・多摩都市モノレール上北台駅の完成に伴

い、市の商業・業務核の整備を中心とし

た良好な市街地の形成を図る。 

・多摩都市モノレール上北台駅の完成に伴

い、市の商業・業務核の整備を中心とし

た良好な市街地の形成を図る。 

ｂ
土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

ア 適切な用途及

び密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現 

・東大和市駅周辺は、市の商業の中心地と

して、商業業務機能の集積を図る。 

・商業地に隣接する住宅地は、立体的な用

途配置により住環境の維持に努めながら

高度利用を図る。 

・その他の住宅地は良好な住環境の整備を

図る。 

・東大和市駅周辺は、市の商業の中心地と

して、商業業務機能の集積を図る。 

・商業地に隣接する住宅地は、立体的な用

途配置により住環境の維持に努めながら

高度利用を図る。 

・その他の住宅地は良好な住環境の整備を

図る。 

・上北台駅周辺は商業、業務施設等を主体

とした土地利用を住宅と調和を図りなが

ら促進する。 

・周辺部については住宅を主体とした利用

とし、幹線道路沿道については複合的な

土地利用を誘導する。 

・上北台駅周辺は商業、業務施設等を主体

とした土地利用を住宅と調和を図りなが

ら促進する。 

・周辺部については住宅を主体とした利用

とし、幹線道路沿道については複合的な

土地利用を誘導する。 

イ 主要な都市施

設の整備 

・幹線街路の整備を行うとともに区画道路

の整備を進める。 

・公園の整備を行うとともに市街地の緑化

に努める。 

・幹線街路の整備を行うとともに区画道路

の整備を進める。 

・公園の整備を行うとともに市街地の緑化

に努める。 

・都市間及び地域間を結ぶ幹線道路や生活

道路の整備により、交通渋滞の解消や安

全な歩道空間などの確保を図る。 

・公園等を整備し、市街地の緑化に努める

とともに、避難場所となるオープンスペ

ースの確保を図る。 

・都市間および地域間を結ぶ幹線道路や生

活道路の整備により、交通渋滞の解消や

安全な歩道空間などの確保を図る。 

・公園等を整備し、市街地の緑化に努める

とともに、避難場所となるオープンスペ

ースの確保を図る。 

ウ 都市の環境、景

観等の維持及び

改善 

・狭あい道路の拡幅整備を促進し、安全性

の向上を図る。 

・狭あい道路の拡幅整備を促進し、安全性

の向上を図る。 

・都市施設整備を促進し、秩序ある良好な

市街地の形成に努める。 

・都市施設整備を促進し、秩序ある良好な

市街地の形成に努める。 

エ その他特に必

要な事項 

・土地の高度利用 

・都市機能の更新 

・狭小宅地の統合により、まとまったオー

プンスペースを確保する。 

・地区計画制度等の活用により、秩序ある

市街地形成を図る。 

・立 3･4･26号東大和清水線の整備に伴い、

青梅街道の交通環境の整備を図る。 

・狭小宅地の統合により、まとまったオー

プンスペースを確保する。 

・地区計画制度等の活用により、秩序ある

市街地形成を図る。 

・立３・４・26号東大和清水線の整備に伴

い、青梅街道のモール化を図る。 

・上北台駅周辺は、商業・業務系利用の集

積を図るとともに、バリアフリー化を考

慮した基盤整備の推進により、生活しや

すい市街地の形成を図る。 

・上北台駅周辺は、商業・業務系利用の集

積を図るとともに、バリアフリー化を考

慮した基盤整備の推進により、生活しや

すい市街地の形成を図る。 

  



 

１号市街地 変  更  案 既  決  定   

番号 地域名 

（ha） 

９ 大規模工場跡地地域 

（武蔵村山市中央部、立川市北部） 

約 139ha 

（新規）   

ａ 再開発の目標 

・都市構造の再編成 

・建築物の更新 

・都市環境の向上等 

・大規模工場跡地である当地区の円滑な土

地利用転換を推進し、地域の活力や新た

な雇用を創出する、にぎわいと活気にあ

ふれた複合的な市街地を形成する。 

・商業、生活、文化機能等の多様な機能が

調和したまちづくりを進める。 

   

ｂ
土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

ア 適切な用途及

び密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現 

・日産自動車村山工場跡地利用協議会の「ま

ちづくり方針」を踏まえつつ、地域活性

化に資する多様な機能が調和した複合的

な市街地を形成する。 

   

イ 主要な都市施

設の整備 

・地域の交通ネットワークに配慮した都市

基盤施設の整備を図る。 

・防災及び緑のネットワークの拠点となる

公園等のオープンスペースの整備を図

る。 

   

ウ 都市の環境、景

観等の維持及び

改善 

・自然環境をいかした緑あふれる環境空間

の整備を図る。 

・区域内の空地の緑化を図るとともに、道

路、公園等の緑化空間と調和した一体的

な景観形成の推進に努める。 

   

エ その他特に必

要な事項 

・土地の高度利用 

・都市機能の更新 

・地区計画制度を活用し、魅力ある良好な

市街地空間を形成する。 

   

  



 

２号地区 変 更 案 既 決 定 変 更 案 既 決 定 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

立．１ 立川駅南口地区 

約 28.2ha 

（立川市中央部） 

立．１ 立川駅南口地区 

約 28.2ha 

（立川市中央部） 

（削除） 

立．２  立川駅北口駅前地区 

約 7.0ha 

（立川市中央部） 

ａ 地区の再開発、整備等

の主たる目標 

交通広場の整備等を伴う土地区画整理事

業により都市基盤整備を行い核都市の業

務・商業市街地として育成・整備する。 

交通広場の整備等を伴う土地区画整理事

業により都市基盤整備を行い核都市の業

務・商業市街地として育成・整備する。 

 交通広場の整備と幹線街路の整備及び密集

市街地を改善し核都市の業務・商業市街地と

して業務・商業機能を育成する。 

都市づくりビジョンの 

位置付け 
核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン  核都市広域連携ゾーン 

ｂ 用途、密度に関する基

本的方針、その他の土地

利用計画の概要 

南口駅前を中心とした都心商業の形成と

土地利用の増進を図るとともに、後背地は住

宅として居住環境の整備を図る。 

南口駅前を中心とした都心商業の形成と

土地利用の増進を図るとともに後背地は住

宅として居住環境の整備を図る。 

 業務核都市の中枢地域にふさわしい高密度

の都心商業地としての高度利用を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 土地区画整理事業と併せて地区計画制度

等の活用により一体的かつ総合的な都市環

境の整備を図り、建築物の不燃化により防災

性を高める。 

土地区画整理事業と併せて地区計画制度

等の活用により一体的かつ総合的な都市環

境の整備を図り、建築物の不燃化により防災

性を高める。 

 市街地再開発事業あるいは土地区画整理事

業と併せて、駅前地区及び跡地地区の一体的

かつ総合的な整備をはかる。 

ｄ 都市施設及び地区施設

の整備の方針 

交通広場及び関連都市施設の整備を図る。 交通広場及び関連都市施設の整備を図る。  歩道空間等の整備を図る。 

ｅ その他 

１ 公共及び民間の役割や

条件整備等の措置 

２ 市街地開発事業 

３ 都市開発諸制度 

４ 関連事業 

（都市計画事業） 

５ 関連事業（その他） 

６ 他の計画の位置付け 

 

１ 交通広場等の公共施設は公共団体が整

備し、土地の利用については、良好な民間

個別・任意共同の建物を誘導する。 

２ 土地区画整理事業（事業中） 

市街地再開発事業（完了） 

４ 地区計画 

モノレール道整備 立 9･6･1 号線（完

了） 

 

１ 交通広場等の公共施設は公共団体が整

備、土地の利用については、良好な民間個

別・任意共同の建物を誘導する。 

２ 土地区画整理事業（事業中） 

市街地再開発事業（完了） 

４ 地区計画 

モノレール道整備（完了） 

立９・６・１号線 

  

１ 総合的な整備として公共団体あるいは都

市再生機構施行により実施する。施設立地

については、民間による市街地再開発事業

及び良好な民間個別・任意共同の建物を誘

導する。 

２ 市街地再開発事業 

土地区画整理事業（完了） 

４ 地区計画（決定済） 

モノレール道整備（完了） 

立９・６・１号線 

街路整備事業（完了）立 3・2・10号線 

 

  



 

２号地区 変 更 案 既 決 定 変 更 案 既 決 定 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

立．４ 立川基地跡地関連地区 

約 58.8ha 

（立川市中央部） 

立．４ 立川基地跡地関連地区 

約 58.8ha 

（立川市中央部） 

立．５ 曙町地区 

約 7.0ha 

（立川市南東部） 

立．５  曙町地区 

約 7.0ha 

（立川市南東部） 

ａ 地区の再開発、整備等の

主たる目標 

国の機関移転及び土地区画整理事業によ

る都市基盤に併せて核都市の業務・商業市街

地にふさわしい機能導入を図る。 

国の機関移転及び土地区画整理事業によ

り都市基盤に併せて核都市の業務・商業市街

地にふさわしい機能導入を図る。 

ＪＲ中央線連続立体交差の整備に併せ、南

北幹線街路等の都市基盤整備を図り、立川駅

周辺にふさわしい市街地として育成する。 

JR 中央線連続立体交差の整備に併せ、南

北幹線街路等の都市基盤整備を図り、立川駅

周辺にふさわしい市街地として育成する。 

都市づくりビジョンの 

位置付け 
核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 

ｂ 用途、密度に関する基本

的方針、その他の土地利用計

画の概要 

首都圏の業務核都市として必要とされる

高次な商業、業務、研究、交流等を中心とす

る多様な機能の立地を誘導し、複合的な都市

機能を持った市街地の形成を図る。 

首都圏の業務核都市として必要とされる

高次な商業、業務、研究、交流等を中心とす

る多様な機能の立地を誘導し、複合的な都市

機能を持った市街地の形成を図る。 

複合市街地として、中密度の土地利用を図

る。 

複合市街地として、中密度の土地利用を図

る。 

ｃ 建築物の更新の方針 土地区画整理事業と併せて、立川基地跡地

関連地区の一体的かつ総合的な整備を図る。 

土地区画整理事業と併せて、立川基地跡地

関連地区の一体的かつ総合的な整備を図る。 

旧国鉄清算事業団用地における先行的な

基盤整備などにより、総合的な整備を図る。 

旧国鉄清算事業団用地における先行的な

基盤整備や土地区画整理事業により、総合的

な整備を図る。 

ｄ 都市施設及び地区施設

の整備の方針 

幹線街路等の整備を図る。 幹線街路等の整備を図る。 幹線街路、鉄道附属街路等の整備を図る。 幹線街路、鉄道附属街路等の整備を図る。 

ｅ その他 

１ 公共及び民間の役割や

条件整備等の措置 

２ 市街地開発事業 

３ 都市開発諸制度 

４ 関連事業 

（都市計画事業） 

５ 関連事業（その他） 

６ 他の計画の位置付け 

 

１ 総合的な整備として都市再生機構施行

により実施する。 

２ 土地区画整理事業（完了） 

４ 地区計画（決定済） 

モノレール道整備 立 9･6･1 号線（完

了） 

 

１ 総合的な整備として都市再生機構施行

により実施する。 

２ 土地区画整理事業（完了） 

４ 地区計画（決定済） 

モノレール道整備（完了） 

立 9・6・1号線 

 

１ 公共施設は公共団体として整備し、施設

立地については、民間による。 

２ 土地区画整理事業 

４ 地区計画等 

 

１ 公共施設は公共団体として整備し、施設

立地については、民間による。 

２ 土地区画整理事業 

４ 地区計画等 

  



 

２号地区 変 更 案 既 決 定 変 更 案 既 決 定 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

立．６ 立川駅北口西側地区 

約 0.7ha 

（立川中央部） 

立．６ 立川駅北口西側地区 

約 0.7ha 

（立川中央部） 

立．７ 本町・榎地区 

約 37.8ha 

（武蔵村山市中央部） 

立．７ 本町・榎地区 

約 37.8ha 

（武蔵村山市中央部） 

ａ 地区の再開発、整備等の

主たる目標 

都市モノレール１号線（多摩都市モノレー

ル）の整備を契機に建築物の不燃共同化を行

い、核都市の業務・商業市街地として都市機

能の更新を図る。 

多摩都市モノレール第１号線の整備を契

機に建築物の不燃共同化を行い、核都市の業

務・商業市街地として都市機能の更新を図

る。 

商業・業務施設及び良好な住宅市街地の形

成により、市の中心市街地としてふさわしい

環境を整備し、都市の活性化とイメージの向

上を図る。 

商業・業務施設及び良好な住宅市街地の形

成により、市の中心としてふさわしい環境を

整備し、都市の活性化とイメージの向上を図

る。 

都市づくりビジョンの 

位置付け 
核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 

ｂ 用途、密度に関する基本

的方針、その他の土地利用計

画の概要 

業務核都市の中枢地域にふさわしい高密

度の商業・業務地として土地の高度利用を図

る。 

業務核都市の中枢地域にふさわしい高密

度の商業・業務地として土地の高度利用を図

る。 

多様な業種を備えた、市の中心市街地の形

成を図るとともに、商業・業務地と住宅地と

の調和をとりながら、市の中心市街地として

ふさわしい土地の複合的利用を図る。 

多様な業種を備えた、市の中心となる商業

核の形成を図りつつ、商業地と住宅地との調

和をとりながら、市の中心としてふさわしい

土地の複合的利用を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 市街地再開発事業に併せて北口西側地区

の一体的かつ総合的な整備を図る。 

市街地再開発事業に併せて北口西側地区

の一体的かつ総合的な整備を図る。 

土地区画整理事業に併せて、地区計画制度

等の導入による建築物の規制及び誘導を図

る。 

土地区画整理事業に併せて、地区計画等の

導入による建築物の規制及び誘導を図る。 

ｄ 都市施設及び地区施設の

整備の方針 

交通広場の整備に伴い歩道空間等の整備

を図る。 

交通広場の整備に伴い歩道空間等の整備

を図る。 

都市計画道路を始めとした道路、公園等の

整備を図る。 

都市計画道路をはじめとした道路及び公

園等の整備を図る。 

ｅ その他 

１ 公共及び民間の役割や条

件整備等の措置 

２ 市街地開発事業 

３ 都市開発諸制度 

４ 関連事業 

（都市計画事業） 

５ 関連事業（その他） 

６ 他の計画の位置付け 

 

１ 市街地再開発事業として公共施設、民間

施設の整備を図る。 

２ 市街地再開発事業（事業中） 

４ モノレール道整備 立 9･6･1 号線（完

了） 

 

１ 市街地再開発事業として公共施設、民間

施設の整備を図る。 

２ 市街地再開発事業（決定済） 

４ モノレール道整備（完了） 

立 9・6・1号線 

 

１ 市施行による土地区画整理事業を行い、

公共施設の整備、改善及び宅地の利用増進

を図る。 

２ 土地区画整理事業（事業中） 

４ 街路整備事業 立 3･4･9 号線（完了）、

立 3･2・4号線・立 3･4･39号線･立 7･4･

2号線･立 7･5･3号線（事業中） 

地区計画（一部決定済） 

６ 重点地区（住宅市街地の開発整備の方

針） 

 

１ 市施行による土地区画整理事業を行い、

公共施設の整備、改善及び宅地の利用増進

を図る。 

２ 土地区画整理事業（事業中） 

４ 街路整備事業（完了） 

立 3・4・9号線 

街路整備（事業中） 

立 3・2・4号線 

立 3・4・39号線 

立 7・4・2号線 

立 7・5・3号線 

地区計画（一部区域決定済） 

６ 重点地区（住宅市街地の開発整備の方

針） 

 

  



 

２号地区 変 更 案 既 決 定 変 更 案 既 決 定 

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

立．８ 立野一・二丁目地区 

約 34.4ｈａ 

（東大和市西部） 

立．８ 立野一・二丁目地区 

約 34.4ha 

（東大和市西部） 

立．９ 大規模工場跡地地区 

約 15.5ha 

（武蔵村山市中央部） 

立．９ 大規模工場跡地地区 

約 15.5ha 

（武蔵村山市中央部） 

ａ 地区の再開発、整備等の

主たる目標 

都市モノレール１号線（多摩都市モノレー

ル）の完成に伴い、市の商業・業務核の整備

を中心とした良好な市街地の形成とともに

地域のバリアフリー化の充実を図る。 

多摩都市モノレール第１号線の完成に伴

い、市の商業・業務核の整備を中心とした良

好な市街地の形成とともに地域のバリアフ

リー化の充実を図る。 

大規模工場跡地の円滑な土地利用転換を

推進し、商業、業務、文化機能が調和した中

心市街地の形成を図りつつ、都市基盤施設の

整備や緑あふれる環境空間の整備により、魅

力ある良好な市街地を形成する。 

大規模工場跡地の円滑な土地利用転換を

推進し、商業、居住、文化機能等が調和した

中心市街地の形成を図りつつ、都市基盤施設

の整備や緑あふれる環境空間の整備により、

魅力ある良好な市街地を形成する。 

都市づくりビジョンの 

位置付け 
核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 核都市広域連携ゾーン 

ｂ 用途、密度に関する基本

的方針、その他の土地利用計

画の概要 

上北台駅を中心に商業・業務施設の立地

を、都市計画道路沿道は複合的な土地利用

を、周辺部は中低層を中心とした良好な住宅

地としての利用を誘導する。 

上北台駅前を中心に商業・業務施設の立地

を、都市計画道路沿道は複合的な土地利用

を、周辺部は中低層を中心とした良好な住宅

地としての利用を誘導する。 

武蔵村山都市核土地区画整理事業等周辺

地区と連携を図りつつ、商業・業務、医療サ

ービス、生活及び文化の各機能の導入によ

り、新しい中心市街地としてふさわしい土地

利用を図る。 

武蔵村山都市核土地区画整理事業等周辺

地区と連携を図りつつ、商業・業務、医療サ

ービス、生活・文化の各機能の導入により、

新しい中心市街地としてふさわしい土地利

用を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 土地区画整理事業に併せて、地区計画によ

り建築物の規制及び誘導を図る。 

土地区画整理事業に併せて、地区計画によ

り建築物の規制及び誘導を図る。 

地区計画制度により、地区特性に応じて必

要な建築物等に関する事項を定めるととも

に、緑化に配慮した環境及び景観の形成を図

る。 

地区計画制度により、地区特性に応じて必

要な建築物等に関する事項を定めるととも

に、緑化に配慮した環境、景観の形成を図る。 

ｄ 都市施設及び地区施設の

整備の方針 

都市計画道路を始めとした道路、公園等の

整備を図る。 

都市計画道路をはじめとした道路及び公

園等の整備を図る。 

地区幹線街路、公園等の整備を図る。 地区幹線街路及び公園の整備を図る。 

ｅ その他 

１ 公共及び民間の役割や条

件整備等の措置 

２ 市街地開発事業 

３ 都市開発諸制度 

４ 関連事業 

（都市計画事業） 

５ 関連事業（その他） 

６ 他の計画の位置付け 

 

１ 市施行の土地区画整理事業により、公共

施設の整備を図る。 

２ 土地区画整理事業（事業中・一部完了） 

４ モノレール道整備 立 9･6･1（完了） 

街路整備事業 立 3･2･4（事業中･一部

完了）、立 7･5･1（完了）、立 7･5･4（事

業中） 

地区計画（決定済） 

６ 重点地区（住宅市街地の開発整備の方

針） 

 

１ 市施行の土地区画整理事業により、公共

施設の整備を図る。 

２ 土地区画整理事業（事業中・一部完了） 

４ モノレール道整備（完了） 

立 9・6・1号線 

街路整備事業 

（決定済・一部区域完了）立 3・2・4

号線 

（完 了）立 7・5・1号線 

（事業中）立 7・5・4号線 

地区計画（決定済） 

６ 重点地区（住宅市街地の開発整備の方

針） 

 

１ 再開発等促進区を定める地区計画によ

り、公共施設等の整備を図る。 

３ 再開発等促進区を定める地区計画（決定

済） 

 

１ 再開発等促進区を定める地区計画によ

り、公共施設等の整備を図る。 

４ 再開発等促進区を定める地区計画（決定

済） 

６ 重点地区（住宅市街地の開発整備の方

針） 



 

③ 変 更 案 既 決 定 

地  区  名 （削除） 西国立駅地区 

おおむねの位置  立川市南東部 

整備の方向  
ＪＲ用地を利用して、交通広場の整備及び駅前市街地の総合的、計画的開発・整備を行

い、駅周辺にふさわしい住・商の調和のとれた快適な市街地の形成を図る。 

 

④ 変 更 案 既 決 定 

地  区  名 富士見町二丁目周辺地区 富士見町二丁目周辺地区 

おおむねの位置 立川市南西部 立川市南西部 

整備の方向 

広域防災基地へのアクセスとなる都市計画道路を整備し、沿道のまちづくりを進める。 業務核都市枢要部の立川業務地を補完すべき地区、更に国営昭和記念公園のメインゲー

トにふさわしいまちとして、調和のとれた市街地の形成をめざし、その基盤施設の整備を

図る。 

 

⑥ 変 更 案 既 決 定 

地  区  名 核都市整備エリア 核都市整備エリア 

おおむねの位置 立川市中央部 立川市中央部 

整備の方向 
多摩の拠点整備基本計画により、業務・商業・文化等諸機の集積を図り交流拠点として育

成・整備する。 

多摩の「心」育成・整備計画により、業務・商業・文化等諸機能の集積を図り交流拠点

として育成・整備する。 

 

⑦ 変 更 案 既 決 定 

地  区  名 大規模工場跡地地区 大規模工場跡地地区 

おおむねの位置 
武蔵村山市中央部 

立川市北部 

武蔵村山市中央部 

整備の方向 

都市核土地区画整理事業と調和のとれた一体性・総合性に配慮した、市の中心市街地に

ふさわしい計画的な整備を行い、良好な都市空間の形成を図る。 

また、地区計画制度を活用し、道路等の都市基盤整備を行い、市民生活の利便性に配慮

した商業・業務地や、防災性を備えたオープンスペースを創出するなどの緑豊かでゆとり

ある市街地の形成を図る。 

都市核土地区画整理事業と調和のとれた一体性・総合性に配慮した、市の中心市街地に

ふさわしい計画的な整備を行い、良好な都市空間の形成を図る。 

また、道路等の都市基盤整備を行い、市民生活の利便性に配慮した商業・業務地や、快

適な居住空間の形成を図る。 

 

⑧ 変 更 案 既 決 定 

地  区  名 西国立駅西側地区 （新規） 

おおむねの位置 立川市南東部  

整備の方向 

地区内各施設と西国立駅及び周辺地域を結びつける歩行者ネットワークを形成する。 

また、周辺の環境に配慮しつつ、公共施設の跡地利用や病院の建替え及び生活拠点にふ

さわしい基盤整備と複合的な土地利用の形成を図る。 

 

  



 

⑨ 変 更 案 既 決 定 

地  区  名 立川基地跡地昭島地区 （新規） 

おおむねの位置 立川市中央部  

整備の方向 
核都市「立川」の整備エリアの複合市街地地区としてふさわしい、にぎわいと活気・交

流の創出と併せて、本地区においては公共・公益施設や公園等の公的な土地利用を図る。 

 

 

⑩ 変 更 案 既 決 定 

地  区  名 緑が丘地区 （新規） 

おおむねの位置 武蔵村山市東部  

整備の方向 

武蔵村山市緑が丘地区は、都営住宅の再生計画と併せ、地区計画制度を活用し、高齢者

や障害者に配慮した、良好な住環境の形成を図る。 

また、新青梅街道沿道及び近傍地については、環境や景観等に配慮した、良好な沿道市

街地を形成するとともに、利便性の高い市街地形成を図る。 

 

 












